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着物レンタル部門の事業譲渡に関するお知らせ 

 
当社は、2022 年 12 月 29 日開催の取締役会において以下のとおり、2022 年 12 月 30 日を以て、株式

会社インバウンドコンソーシアムに対して、着物レンタル部門であるコト事業を譲渡することについて
決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
１．事業譲渡の理由 
当社は『日本のカルチャーを世界へ』を経営理念に、「日本文化を感じるモノを作り販売する」モノ

事業と「日本文化の良さを体験してもらう」コト事業、及び、その他事業、の３つの事業を運営してお
ります。モノ事業、コト事業においては、インターネット上での周知・拡散を集客手段の基本とし、京
都をはじめとした国内の主要都市／観光地においてドミナント出店を行うことで、お客様に複数の製品
と購買機会を提供するビジネスモデルを展開してまいりました。 
しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、個人消費は減退し、来店客数も感染症拡大

前の状態にはなかなか戻らず、収益性が悪化しております。2022 年１～９月の訪日外国人旅行者数は
前年同期比 438.5％増加(出典：日本政府観光局(JNTO))しておりますが、2019 年同期比では 95.8％減
少(出典：日本政府観光局(JNTO))しており、インバウンド消費も回復しておりません。 
このため、モノ事業及びその他事業にリソースを集約し、経営資源の再分配を行う必要があり、コト

事業の譲渡を決断するに至りました。 
 
２．事業譲渡の概要 
 （１）対象事業の内容 
きものレンタル部門であるコト事業では、店舗［きものレンタル wargo］を、京都など国内の主要都

市／観光地に出店する他、ＥＣサイトからの予約システムや、ＥＣサイトで着物一式を借りることがで
きる宅配着物レンタルサービスを運営しております。店舗では荷物のお預かりサービスも提供してお
り、お客様には手ぶらで着物を楽しんでいただけます。 
 
 （２）コト事業（着物レンタル部門）の経営成績 

 
コト事業（a）（千円） 2021 年 12 月期実績(b)（千円） 

比 率(a/b)
（％） 

売 上 高 146,283 902,142 16.2% 

経 常 損 失 △50,933 △487,961 ― 

※対象事業の経常損失はセグメント利益を記載しております。 
 
 （３）コト事業の資産、負債項目及び金額（2022 年９月末現在） 
 

資  産 負  債 

項  目 帳簿価額（千円） 項  目 帳簿価額（千円） 

流 動 資 産 ― 流 動 負 債 ― 

固 定 資 産 31,089 固 定 負 債 ― 

合  計 31,089 合  計 ― 

 
 

会社名 株 式 会 社 和 心 

代表者名 代 表 取 締 役 森  智 宏 

 （コード：9271 東証グロース） 

問合せ先 経 理 部 長 山 邊  伸 顕 

 （TEL.050-5243-3871） 



（４）譲渡価額及び決済方法 

   譲渡価額  56 百万円 

   決済方法  現金決済（振込） 
 

３．相手先の概要 

（１） 名 称 株式会社インバウンドコンソーシアム 

（２） 所 在 地 東京都渋谷区松濤一丁目 29 番地 1 号 渋谷クロスロード６階 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 澤畑 勝章 

（４） 事 業 内 容 

１．旅行業法に基づく旅行業 
２．ホテル、旅館、コテージ、ヴィラ、貸別荘等の管理及び経営 
３．住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び仲介業 
４．着物のレンタル及び着付け 
５．不動産の売買、仲介、賃貸及び管理業 
６．ウエブサイトの製作、運営及びマーケティング業務 
７．レンタカー事業 
８．人材派遣事業 
９．前各号に関するコンサルティング業務 
10．前各号に附帯関連する一切の業務 

（５） 資 本 金 1 億円 

（６） 設 立 年 月 日 2022 年 12 月 20 日 

（７） 純 資 産 1 億円 

（８） 総 資 産 1 億円 

（９） 大株主及び持株比率 吉村 英毅  100% 

（10） 
上 場 会 社 と 
当 該 会 社 の 関 係 

資 本 関 係 該当事項はございません。 

人 的 関 係 該当事項はございません。 

取 引 関 係 特筆すべき取引関係はありません。 

関連当事者へ
の 該 当 状 況 

該当事項はございません。 

 
 
４．日程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 2022 年 12 月 29 日 

（２） 契 約 締 結 日 2022 年 12 月 29 日 

（３） 事 業 譲 渡 期 日 2022 年 12 月 30 日（予定） 

（注）本事業譲渡は、会社法第 467 条第 1 項各号の規定に該当しない事業譲渡であるため、当社株主総
会の決議を要しません。 

 
５．会計処理の概要 
「事業分離等に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」に基づき処理を行う予定です。 
 
６．今後の見通し 
当社は、本事業譲渡により、2022 年 12 月期決算において特別利益を計上する見込みです。金額及び

当社の 2022 年 12 月期業績予想に与える影響については精査中であり、確定次第速やかに開示します。 
 

以上 
 


